
  　   購入   　   所有者 　 　 　第一種 　一般原付 (0.05L又は0.6kW以下)

令和　　　年　　　月　　　日
れ い わ ね ん が つ に ち

  　   譲受け   　   使用者 　　  　第一種 　特定原付 （0.6kW以下)

  　   転入    　  住所 　　　　第二種　乙 (0.09L又は0.8kW以下)
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  　   その他 　　   標識番号 　　　　第二種　甲 (0.125L又は1.0kW以下)

（　　　　　　　　　　） 　　   その他 　　　　ミニカー

（　　　　　　　　　　）

大阪府・（　　　　　）公安委員会　古物商営業許可番号  第　　　　　　　　　　　号

Ｌ
kW

　　　上記原動機付自転車・小型特殊自動車を販売又は譲渡したことを証明します。
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氏　　名
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しんこく

（報告
ほうこく

）及
およ

び申請
しんせい

します。
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又は

所 在 地

住 　所
又は

所在地

〒

明・大・昭・平・令　　　年　　　月　　　日 電話番号

生年月日

原動機付自転車
標　識　番　号

納税義務発生
年　　月　　日

　 　  その他

〒

 主たる定置場
※（　）内は旧主た
  る定置場所在の
  市町村名を記入

型式及び年式

   １．左記所有者の住所又は所在地と同じ　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　 ）

　 ２．     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　 　　　　　）

申　告　の　理　由

令和　　 　年　 　　月 　　　日

種　　　　　　　　　　　別

所有形態
   １．自己所有　　　　　　２．所有権留保　　　　　　３．商品車　　　　　　４．リース車
   ５．その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

旧 標 識 番 号

原動機の型式番号

cm

型
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km/h

総排気量又は定格出力

　　   農耕作業用

小型特殊自動車

車　　　　　　　　　名
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令和　　　　年　　　　月　　　　日
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□ 免許証 □ パスポート □ 健康保険証 □ マイナンバーカード

□ 在留カード □ 障がい者手帳 □ 納税通知書 □ その他（ ）

整 理 番 号入 力 日

＊ 古物商営業許可者以外からの譲渡、個人販売を受ける場合は、市町村発行の申告済証を
添付してください。

こぶつしょうえいぎょうきょかしゃいがい じょうと こじんはんばい う ばあい しちょうそんはっこう しんこくずみしょう

てんぷ

別紙様式1

(             )



記
き

　載
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　要
よ う
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りょう

１　この申告書
し ん こ く し ょ

は、原動機付自転車
げ ん ど う き つ き じ て ん し ゃ

又
ま た

は小型
こ が た

特殊
と く し ゅ

自動車
じ ど う し ゃ

１台
だ い

ごとに作成
さ く せ い

すること。

２　「申告
し ん こ く

の理由
り ゆ う

」及
お よ

び「種別
し ゅ べ つ

」の各欄
か く ら ん

には、該当
が い と う

箇所
か し ょ

の□（チェック欄
ら ん

）に レ を記入
き に ゅ う

すること。

３　「納税
の う ぜ い

（申告
し ん こ く

・報告
ほ う こ く

）義務者
ぎ む し ゃ

」の欄
ら ん

には、所有者
し ょ ゆ う し ゃ

と使用者
し よ う し ゃ

が同
お な

じである場合
ば あ い

は、所有者欄
し ょ ゆ う し ゃ ら ん

のみを記入
き に ゅ う

する
こと。

４　「届出者
と ど け で し ゃ

」の欄
ら ん
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に来
き
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である場合
ば あ い

に記入
き に ゅ う

すること。

５　「所有
し ょ ゆ う

形態
け い た い

」の欄
ら ん

については、該当
が い と う

項目
こ う も く
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か こ

むこと。

　また、「５．その他
た

」に該当
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する場合
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には、（　）内
な い

にその詳細
しょうさい

を記入
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に記入
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　また、変更
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の申告
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の場合
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所在
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の市町村名
し ち ょ う そ ん め い

を記入
き に ゅ う

すること。

７　「販売
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じ ょ う と

証明書
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」の欄
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か か
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又
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又
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すること。

　　　・　原動機
げんど うき

の定格
ていかく

出力
しゅつりょく

が０．６キロワット以下
い か

であること。

　　　・　長
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さ１．９メートル以下
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０．６メートル以下
い か
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軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

次の事項に関する場合は、この申請書を税務課に提出してください。

・原動機付自転車を購入した場合
・原動機付自転車を譲り受けられた場合
・所有者の住所が変更された場合

なお、この申請書とは別に販売証明書（申告済証）が必要になります。

　※原動機付自転車以外の異動については、下記（又は住所地管轄）の各機関へお問い合わせください。

・　軽二輪（１２５ｃｃ超～２５０ｃｃ以下） 近畿運輸局大阪運輸支局
・　二輪の小型自動車（２５０ｃｃ超） 寝屋川市高宮栄町12-1（TEL 050-5540-2058　テレフォンサービス）
・　軽三輪 軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所　高槻市大塚町4-20-1
・　軽四輪 （TEL 050-3816-1841　軽自動車税検査協会コールセンター）


